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第７１号議案参考資料  

議  案  名  

 

 市道の路線の認定について  

 

 

 

路  線  名  幅員（メートル）  延長（メートル）  備考  

市      道  

第３７１８号線  
４．２０  ６０．００   

市      道  

第３７１９号線  
４．３０  ９６．２６   

市      道  

第３７２０号線  
４．３０  ５８．６３   

市      道  

第３７２１号線  
４．２０  ４２．２０   

市      道  

第３７２２号線  
４．３０  ４６．１５   

市      道  

第３７２３号線  
４．２０  ５３．４９   

市      道  

第３７２４号線  
４．５０  ９６．３１   

市      道  

第３７２５号線  
６．００  ４９．７７   

市      道  

第３７２６号線  
６．００  ６５．８０   

市      道  

第３７２７号線  
４．５０  ９０．３０   

市      道  

第３７２８号線  
４．５０  ８４．４５   
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路  線  名  幅員（メートル）  延長（メートル）  備考  

市      道  

第３７２９号線  
６．００  ７３．１２   

市      道  

第３７３０号線  
４．００  ４１．４８   

市      道  

第３７３１号線  
６．００  ６８．６０   

市      道  

第３７３２号線  
４．５０  ６２．５０   

市      道  

第４５１１号線  
４．００  ７４．７８   

市      道  

第４５１２号線  
４．５０  ４５．００   

市      道  

第５７６３号線  
５．００～６．００  １４９．００   

市      道  

第５７６４号線  
５．００  ４１．００   

 

１  市道第３７１８号線から市道第３７２４号線まで  

  市道第３７１８号線から市道第３７２４号線までの７路線は、桶川市

大字上日出谷地内の道路です。  

桶川市上日出谷南特定土地区画整理事業地内にある都市計画法第２９

条の規定に基づき許可を得て開発された宅地造成地内の道路であり、同

法第４０条第２項の規定により市に帰属されたため、認定しようとする

ものです。  

 

２  市道第３７２５号線から市道第３７３２号線まで    

市道第３７２５号線から市道第３７３２号線までの８路線は、桶川市

大字下日出谷地内の道路又は同地内に接続する道路です。  

  桶川市下日出谷東特定土地区画整理事業地内の道路又は同事業地内に
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接続する道路であり、同事業の進捗に伴い、認定しようとするものです。  

 

３  市道第４５１１号線  

  この路線は、桶川市大字下日出谷地内の幅員４．００メートル、延長

７４．７８メートルの道路です。  

  桶川市下日出谷東特定土地区画整理事業地内の市道第４４８５号線と

県道さいたま・鴻巣線の相互通行を可能とするため、関係地権者から道

路用地の寄附がされたため、認定しようとするものです。  

 

４  市道第４５１２号線  

  この路線は、桶川市南二丁目地内の幅員４．５０メートル、延長４５．

００メートルの道路です。  

  都市計画法第２９条の規定に基づき許可を得て開発された宅地造成地  

 内の道路であり、同法第４０条第２項の規定により市に帰属されたため、 

認定しようとするものです。  

 

５  市道第５７６３号線及び市道第５７６４号線  

  市道第５７６３号線及び市道第５７６４号線は、桶川市大字加納地内

の道路です。  

都市計画法第２９条の規定に基づき許可を得て開発された宅地造成地

内の道路であり、同法第４０条第２項の規定により市に帰属されたため、

認定しようとするものです。  

 


